
株式会社デジタルアセットマーケッツ 

1 

 

暗号資産取引約款 

新旧対照表 

 

旧 新 

本取引約款は、株式会社デジタルアセットマー

ケッツ（以下、「当社」といいます。）が運営す

る暗号資産取引所その他の当社が提供する暗号

資産に関連するサービスをご利用いただくため

の約款(以下略) 

本取引約款は、株式会社デジタルアセットマー

ケッツ（以下、「当社」といいます。）が運営す

る暗号資産取引所その他の当社が提供する暗号

資産に関連するサービスを利用いただくための

約款(以下略) 

第1条 定義等 

1.(略) 

2. 「当社ウェブサイト」とは、当社が

「https://www.digiasset.co.jp/」のドメイン（サ

ブドメインおよび変更後のドメインを含みま

す。）において運営するウェブサイトを意味しま

す。 

 

3. 「本サービス」とは、当社ウェブサイトにおい

て提供される、当社が指定する暗号資産の売買ま

たは交換に関するサービス、(以下略) 

 

第1条 定義等 

1.(略) 

2. 「当社ウェブサイト等」とは、当社が

「https://www.digiasset.co.jp/」のドメイン（サ

ブドメインおよび変更後のドメインを含みま

す。）において運営するウェブサイトおよび当社

が提供するスマートデバイス(スマートフォン等)

用アプリケーションを意味します。 

3. 「本サービス」とは、当社ウェブサイト等で提

供される、当社が指定する暗号資産の売買または

交換に関するサービス、(以下略) 

 

第2条 口座の開設 

1.(略) 

2.お客様は、本約款の内容を十分に理解し、本約

款にご同意いただいた上で、本サービスをご利用

いただくものとします。 

第2条 口座の開設 

1.(略) 

2.お客様は、本約款の内容を十分に理解し、本約

款にご同意いただいた上で、本サービスを利用い

ただくものとします。 

第4条 口座の開設 

1.(略) 

2.利用希望者は、利用希望者専用のパソコンお

よびスマートフォンをお持ちであること、なら

びに携帯電話番号により、SMS を通じた認証が

可能であることが必要となります。 

 

3.(以下略) 

 

第4条 口座の開設 

1.(略) 

2.利用希望者は、利用希望者専用の必要な機器

(パソコンやスマートフォン等)をお持ちである

こと、ならびに携帯電話番号により、SMS 等を

通じた認証が可能であることが必要となりま

す。 

3.(以下略) 
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旧 新 

第6条 口座の利用 

1.(略) 

2.(略) 

3.当社は、当社ウェブサイトへのログイン時およ

び(以下略) 

4.～10.(略) 

11.当社は、個人のお客様が商品ごとの「取引説明

書」にて定める年齢となった場合には、本サービ

スのご利用を一部制限させていただく場合があ

ります。 

 

 

※制限の詳細については、当社が取引ごとに別

途定める「取引説明書」をご確認ください。 

(以下略) 

第6条 口座の利用 

1.(略) 

2.(略) 

3.当社は、当社ウェブサイト等へのログイン時お

よび(以下略) 

4.～10.(略) 

11.当社は、個人のお客様が商品ごとの「取引説

明書」にて定める年齢となった場合には、本サ

ービスの利用を一部制限させていただく場合が

あります。制限の詳細については、当社が取引

ごとに別途定める「取引説明書」をご確認くだ

さい。 

(削除) 

 

(以下略) 

第7条 暗号資産の現物取引 

1.～2.(略) 

 

 

第7条 暗号資産の現物取引 

1.～2.(略) 

3.当社ウェブサイト等のうち、スマートデバイス

(スマートフォン等)用アプリケーションを利用い

たただく際には、以下の点をご了承いただいた

ものとします。 

(1)法人のお客様は利用することができません。 

(2)通信環境によっては、情報の更新が遅延・欠

落することがあります。 

(3)第 1 項(2)に関わらず、ストリーミング注文の

みのお取り扱いとなります。なお、電波状況や

マーケットの状況等によって、お客様が意図し

ている価格からかい離した価格で約定する場合

があります。 

(4)パソコン版取引システムとスマートデバイス

(スマートフォン等)用アプリケーションは、スト

リーミング注文以外の各種注文の設定および許

容スリッページは共有されません。 
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旧 新 

第8条 手数料および支払方法 

1. 本サービスのご利用に際しては、手数料のお

支払が必要となる場合があります。手数料の詳

細については、当社ウェブサイトに掲載してい

る「手数料一覧表」をご確認ください。 

2. 手数料の支払は、原則として日本円によるも

のとし、当社が総合口座から引き落とす方法に

より行うものとします。(以下略) 

3. (略) 
4. お客様が手数料の支払を遅滞した場合、(以下
略) 

第8条 手数料および支払方法 

1. 本サービスの利用に際しては、手数料のお支

払が必要となる場合があります。手数料の詳細

については、当社ウェブサイト等に掲載してい

る「手数料一覧表」をご確認ください。 

2. 手数料のお支払は、原則として日本円による

ものとし、当社が総合口座から引き落とす方法

により行うものとします。(以下略) 

3. (略) 
4. お客様が手数料のお支払を遅滞した場合、(以
下略) 

第11条 受託販売暗号資産の取扱い 

1.～4.(略) 

5.発行者は、受託販売暗号資産の購入に伴ってお

客様から寄託を受けた資産を、適切と判断される

方法で運用させていただきます。手数料および保

管料はかかりません。 

※発行者における運用方法については発行者が

作成および公開するホワイトペーパーをご確認

ください。ホワイトペーパーは当社ウェブサイト

および発行者ウェブサイトにて公開しておりま

す。 

第11条 受託販売暗号資産の取扱い 

1.～4.(略) 

5.発行者は、受託販売暗号資産の購入に伴ってお

客様から寄託を受けた資産を、適切と判断される

方法で運用(※)させていただきます。手数料およ

び保管料はかかりません。 

(※)発行者における運用方法については発行者が

作成および公開するホワイトペーパーをご確認

ください。ホワイトペーパーは当社ウェブサイト

「https://www.digiasset.co.jp/」および発行者ウ

ェブサイトにて公開しております。 

第15条 受領情報の提供方法 

お客様は、当社がお客様から金銭または暗号資

産を受領したときに交付する書面に代えて、暗

号資産交換業に関する内閣府令第 22 条第 5 項に

規定する事項についての情報を、当社ウェブサ

イト上に掲載する方法により提供することにつ

いて同意するものとします。 

 

第15条 受領情報の提供方法 

お客様は、当社がお客様から金銭または暗号資

産を受領したときに交付する書面に代えて、暗

号資産交換業に関する内閣府令第 22 条第 5 項に

規定する事項についての情報を、当社ウェブサ

イト等上に掲載する方法により提供することに

ついて同意するものとします。 
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旧 新 

第18条 ご利用のための設備 

1. お客様が本サービスをご利用になるために

は、ウェブサイトにアクセスしていただく必要

があります。 

(1)お客様は、自らの責任と費用において、必要

な機器、ソフトウェアを適切に準備、操作して

いただく必要があります。また当社は、お客様

がウェブサイトにアクセスするための準備、操

作方法等については一切関与いたしません。 

 

(2)(略)  

 

 

 

2. (略) 

第18条 利用するために必要な設備 

1. お客様が本サービスを利用になるためには、

当社ウェブサイト等にアクセスしていただく必

要があります。 

(1)お客様は、自らの責任と費用において、必要

な機器、ソフトウェアまたは通信手段等を適切

に準備、操作していただく必要があります。ま

た当社は、お客様が当社ウェブサイト等にアク

セスするための準備、操作方法等については一

切関与いたしません。 

(2)(略)  

(3)当社ウェブサイト等の閲覧環境は、当社所

定のものとなります。利用の前には必ずご確

認ください。 

2. (略) 

第22条 本サービスの廃止または中断 

1.(略) 

(1) 当社または当社指定の第三者による当社ウ

ェブサイトに関する設備の保守その他工事を行

う場合 

(2) 当社ウェブサイトに関する設備の障害また

は故障の場合 

(3)～(6)(略) 

2.(略) 

第22条 本サービスの廃止または中断 

1.(略) 

(1) 当社または当社指定の第三者による当社ウェ

ブサイト等に関する設備の保守その他工事を行

う場合 

(2) 当社ウェブサイト等に関する設備の障害また

は故障の場合 

(3)～(6)(略) 

2.(略) 
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旧 新 

第25条 免責事項 

1.～3.(略) 

4. 本サービスまたは当社ウェブサイトに関連し

てお客様と他のお客様または第三者との間にお

いて生じた取引、紛争等については、当該お客

様の責任において処理および解決するものと

し、当社はかかる取引、紛争等について一切責

任を負いません。 

5.(略) 

 

 

 

 

 

 

6.～12.(略) 

第25条 免責事項 

1.～3.(略) 

4. 本サービスまたは当社ウェブサイト等に関連

してお客様と他のお客様または第三者との間に

おいて生じた取引、紛争等については、当該お

客様の責任において処理および解決するものと

し、当社はかかる取引、紛争等について一切責

任を負いません。 

5.(略) 

6. 当社は、本サービスにおいて提供する各種情

報に関して万全を期しておりますが、その内容

の正確性または完全性を保証するものではあり

ません。この情報に基づいて被ったいかなる損

害についても、当社および情報提供会社は一切

責任を負うものではありません。 

7.～13.(略) 

第27条 本約款の変更または廃止等 

1.本約款および本サービスの内容は、経済情勢の

変化その他合理的理由があるときは、当社の判断

により変更または廃止することがあります。(以

下略) 

2.(略) 

3. 本約款または本サービスの内容を変更または

廃止したときは、当社のウェブサイトに掲示する

ことにより告知します。ご利用の際には、常に最

新の取引約款を必ずご参照ください。変更後に本

サービスをご利用された場合、改訂後の約款に同

意いただいたものとします。 

第27条 本約款の変更または廃止等 

1.本約款および本サービスの内容は、経済情勢の

変化その他合理的理由があるときは、民法第 548

条の 4 の定めに基づき、当社の判断により変更ま

たは廃止することがあります。(以下略) 

2.(略) 

3. 本約款または本サービスの内容を変更または

廃止したときは、当社のウェブサイト等に掲示す

ることにより告知します。利用の際には、常に最

新の取引約款を必ずご参照ください。変更後に本

サービスを利用された場合、改訂後の約款に同意

いただいたものとします。 

(改定履歴) 

2021年 11月 1日制定 

2022年 3月 28日改定 

2022年 6月 1日改定 

2022年 8月 19日改定 

 

(改定履歴) 

2021年 11月 1日制定 

2022年 3月 28日改定 

2022年 6月 1日改定 

2022年 8月 19日改定 

2022年 10月 27日改定 

 

以 上 


